
防衛大学校達第５号

外国人の教育訓練の履修を支援するための給付金の支給に関する訓令（平成10年

防衛庁訓令第35号）第10条の規定に基づき、防衛大学校において教育訓練を履修す

る留学生に対する給付金の支給に関する達を次のように定める。

平成１０年７月２９日

防衛大学校長 松 本 三 郎

防衛大学校において教育訓練を履修する留学生に対する給付金の支給

に関する達

改正 平成19年１月９日防衛大学校達第１号 平成27年４月10日防衛大学校達第９号

（趣旨）

第１条 この達は、外国人の教育訓練の履修を支援するための給付金の支給に関す

る訓令（平成10年防衛庁訓令第35号）（以下「訓令」という。）に基づく給付金の

支給に関する事務の細部について定める。

（教育訓練履修給付金支給調書の作成）

第２条 防衛大学校長（以下「学校長」という。）は、別紙様式第１により教育訓

練履修給付金支給調書を作成する。

（支給の打切りに該当する場合の報告）

第３条 総務部長、教務部長又は訓練部長（以下「各部長」という。）は、給付金

を支給される留学生（以下「支給留学生」という。）が、自衛隊法施行令（昭和

29年政令第 179号）第 126条の８の規定に基づき服さなければならない自衛隊員

と同一の規律に違反した場合、その他給付金を支給することが著しく不適当と認

める場合は、速やかにその旨を学校長に報告する。

２ 訓令第８条第３項の報告の様式は、別紙様式第２のとおりとする。

（支給の停止又は再開に該当する場合の報告）

第４条 各部長は、支給留学生が教育訓練を正当な理由がなくて履修しなかった場

合、学生としての義務に違反し学業を怠った場合、その他給付金を支給すること



が不適当と認める場合は、速やかにその旨を学校長に報告する。

２ 各部長は、支給留学生が教育訓練の履修を再開した場合、その他給付金の支給

を再開することが適当と認める場合は、速やかにその旨を学校長に報告する。

３ 訓令第９条第２項及び第５項の報告の様式は、別紙様式第３のとおりとする。

（委任規定）

第５条 この達に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、教務部長

が定める。

附 則

この達は、平成10年７月29日から施行する。

附 則（平成19年１月9日防衛大学校達第１号）

この達は、平成19年１月９日から施行する。

附 則（平成27年４月10日防衛大学校達第９号）

この達は、平成27年４月10日から施行する。



別紙様式第１(第２条関係)



別紙様式第２(第３条関係)

防 衛 大 臣 殿

防衛大学校長

教育訓練履修給付金の支給の打切りについて（報告）

外国人の教育訓練の履修を支援するための給付金の支給に関する訓令（平成10年

防衛庁訓令第35号）第８条第３項の規定に基づき、下記のとおり報告する。

記

１ 該当する支給留学生

(1) 氏 名

(2) 国 籍

(3) 年 齢

(4) 学 年

(5) 学 科

２ 該当する支給の打切りの要件

(1) 該当事項（いずれかに○）

支給留学生の規律違反の場合

その他支給することが著しく不適当な場合

(2) 前項の具体的内容



別紙様式第３(第４条関係)

防 衛 大 臣 殿

防衛大学校長

教育訓練履修給付金の支給の停止（再開）について（報告）

外国人の教育訓練の履修を支援するための給付金の支給に関する訓令（平成10年

防衛庁訓令第35号）第９条第２項及び第５項の規定に基づき、下記のとおり報告す

る。

記

１ 該当する支給留学生

(1) 氏 名

(2) 国 籍

(3) 年 齢

(4) 学 年

(5) 学 科

２ 該当する支給の停止（再開）の要件

(1) 該当事項（いずれかに○）

支給留学生が教育訓練を正当な理由がなくて履修しなかった場合

その他支給することが不適当な場合

(2) 前項の具体的内容


